
問　保険医療課＊２１７３

子ども・子育て支援金制度
　すべての世代や企業から支援金を拠出いただき、こどもや子育て世帯を社会全体で支
える制度です。
　近年、少子化・人口減少が進んでいるため、国は、令和５年12月にこども未来戦略
「加速化プラン」を策定し、子ども・子育て支援の拡充を実施することを決定しました。
　詳しくは、こども家庭庁ホームページをご覧ください。

子ども・子育て支援金制度 Ｑ A＆

※１…18歳になってから、最初の３月31日を迎え
ていない方（高校生世代）は、均等割額が
全額軽減されます。

※２…高校世代の均等割額を全額軽減した分は、
高校生世代より上の方に上乗せされます。

●国民健康保険税率
　所得割率：0.29％　均等割額：1,765円（※１）18歳以上均等割額：139円（※2）
●後期高齢者医療保険料率
　所得割率：0.25％　均等割額：1,330円

子ども・子育て支援金に係る保険税（料）率は？Ｑ
A

　所得や世帯構成などによりますが、国民健康保険被保険者は、１世帯あたり月額約300円、
後期高齢者医療被保険者は、１人あたり月額約200円となります。

医療保険被保険者１人あたりの平均月額保険税（料）は？Ｑ
A

　こどもたちは成長し、将来、社会保障制度の担い手となります。こどもの成長を支える支
援金制度はすべての方にメリットがあるため、独身の方や高齢者の方などすべての世代に加
え、企業も含めた社会全体で支える仕組みとしています。

なぜ独身や高齢者も支払うの？Ｑ
A

　支援金は所得に応じて負担していただきますが、保険税（料）と同様に低所得の方に対する
保険税軽減措置を設けています。

収入が少なくても支払う必要があるの？Ｑ
A

　児童手当の拡充、育児時短就業給付、育児期間中の国民年金保険料免除、妊婦のための支
援給付、出生後休業支援給付、こども誰でも通園制度の財源になります。

Ｑ
A
子ども・子育て支援金が充てられる事業は？

令和８・９年度後期高齢者医療保険料率について
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令和８年度の国民健康保険税を改正します

令和７年度（改正前） 令和８年度（改正後） 増減

医療保険分
所得割（％） 7.4 8.45 1.05
均等割（円） 38,000 45,700 7,700

後期支援分
所得割（％） 2.7 2.93 0.23
均等割（円） 16,000 16,700 700

介護保険分
所得割（％） 2.0 2.38 0.38
均等割（円） 13,000 15,500 2,500

子ども・子育て支援分
所得割（％） － 0.29 0.29
均等割（円） － 1,765 1,765

18歳以上均等割額（円） － 139 139

合計
所得割（％） 12.1 14.05 1.95
均等割（円） 67,000 79,665 12,665

18歳以上均等割額（円） － 139 139

【改正の内容】　令和８年度から、税率などが変更となります。

　国民健康保険（国保）は、平成30年度から
県が財政の運営主体となり、「埼玉県国民健
康保険運営方針（第３期）」に基づき、令和
９年度の県内保険税水準の統一を目標にして
います。町でも、年々増加する医療給付費に
対し、国民健康保険制度を維持するため、県
が提示した標準保険税率を参考に、令和８年
度に国民健康保険税の改正を行います。また、
国が進める子ども・子育て支援の拡充のため、
保険税に子ども・子育て支援分が追加されま
す。

所得割
（％）

均等割
（円）

18歳以上
均等割額
（円）

医療保険分 8.11 49,305 －

後期支援分 2.83 17,074 －

介護保険分 2.48 17,565 －

子ども・子育て支援分 0.3 1,802 134

合計 13.72 85,746 134

【令和８年度標準保険税率】（参考）

令和８・９年度後期高齢者医療保険料率について
　後期高齢者医療制度の保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律により、２年ごとに見直されてい
ます。令和８・９年度の保険料率については、出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者が支援する仕
組みの導入や診療報酬改定などの影響により、１人あたりの医療給付費が大きく増加しているため、見
直しました。また、国が進める子ども・子育て支援の拡充のため、保険料に子ども・子育て支援分が追
加されます。

令和６・７年度（改正前） 令和８・９年度（改正後） 増減

基礎賦課分
所得割（％） 9.03 9.49 0.46
均等割（円） 45,930 52,370 6,440

子ども・子育て支援分
所得割（％） － 0.25 0.25
均等割（円） － 1,330 1,330

合計
所得割（％） 9.03 9.74 0.71
均等割（円） 45,930 53,700 7,770

【改正の内容】　令和８年度から、税率などが変更となります。
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